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今月のほっとする言葉

他人が「何を言うか」ではなく

あなたが「どう感じたか」

三笠書房「こころが楽になるほっ
とする言葉」より
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混ぜればごみ 分ければ資源 資源を大切に

８月のごみ収集日のご案内
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丹波地区１
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丹波地区３
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収集日当日の午前８時３０分までに

指定の集積場へ出してください。

可燃ごみ（生ごみ）
収集日

有害ごみ

蛍光灯

鏡ほか

夜間窓口開設について 午後５時１５分～８時

税などの納付が夜間でも行えるように、次のとおり

夜間窓口を開設しています。

税務課　　　７月３１日（金）、　８月３１日（月）

瑞穂支所　 ７月３０日（木）、　８月２７日（木）

和知支所　 ７月３１日（金）、　８月２８日（金）

【問】企画財政課　電話８２－３８０１

今月の町税などの納期限

町税などの納付は納期限までに済ませましょう。

納期限を過ぎると、督促手数料および延滞金

が加算されます。

　なお、町税は納期限から一定期間を経過す

ると、広域連合「京都地方税機構」において徴

収業務を行います。

固定資産税（第２期）       【問】税務課８２－３８０２

国民健康保険税（第４期） 【問】税務課８２－３８０２

後期高齢者医療保険料（普通徴収・第１期）

　　　　　　　　　　　　　　　 　【問】住民課８２－３８０３

介護保険料（普通徴収・第２期）

　　　　　　　　　　　　　【問】保健福祉課８６－１８００

水道使用料（７月分） 【問】上下水道課８３－９１０５

下水道使用料（７月分）【問】上下水道課８３－９１０５

ＣＡＴＶ利用料（インターネット含む・６月分）　 

              【問】京丹波町情報センター８８－５０００

７月３１日（金）納期限　

-
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証明書等交付夜間窓口を開設し
ています

３日（月）

４日（火）

５日（水）

瑞穂地区４

１１日（火）

１２日（水）

１３日（木）

１４日（金）

◆実施窓口　　 本庁住民課および各支所

◆窓口開設日

　本庁　　　　　　７月３１日（金）、８月３１日（月）

　瑞穂支所　　　７月３０日（木）、８月２７日（木）

　和知支所　　　７月３１日（金）、８月２８日（金）

◆開設時間　　 午後５時１５分～８時

※夜間納付窓口と同日時に開設します。

※マイナンバーカードの交付は午後５時２０分～７時まで

◆取扱内容

　住民票、住民票記載事項証明書、印鑑登録証

明書、印鑑登録、マイナンバーカード交付

※広域交付住民票、戸籍関係、税関係の証明書

　などは発行できません。

※転入・転出などの住民異動届、健康保険の届出

　などはできません。

※マイナンバーカードの交付は予約制です。

◆マイナンバーカードの交付予約

　開設日の前日までに、電話にて予約してください。

※交付通知書を受け取られた方で、平日の日中に

　受け取りに来られない方が対象です。

町ホームページにも掲載しています。

不明な点は住民課まで問い合わせてください。

【問い合わせと予約先】

住民課　　　電話８２ー３８０３　

瑞穂支所　 電話８６－０１５０

和知支所　 電話８４－０２００

-

-

６日（木）

７日（金）

-

-

国民健康保険税の軽減について

　倒産、解雇、雇い止めなどにより離職された方は、

申請により国民健康保険税が軽減されます。

◆対象者

　　平成３１年３月３１日以降に離職された方（離職

時点で６５歳未満）で、次の区分の失業等給付を

　受ける方。

　①雇用保険の特定受給資格者

　　　（例：倒産・解雇などによる離職）

　②雇用保険の特定理由離職者

　　　（例：雇い止めなどによる離職）

※「雇用保険受給資格者証」に表示されている離

　職理由番号が、１１、１２、２１、２２、２３、３１、３２、

　３３、３４のいずれかに該当する場合、軽減の対象

　となります。

◆軽減額

　　国民健康保険税は、前年の所得などにより算定

　されますが、対象者の前年の給与所得をその３０/

　１００とみなして算定します。

◆軽減期間

　　離職の翌日からその翌年度末まで。

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なり　

　ます。

※平成３１年３月３１日～令和２年３月３０日に離職

　された方は、令和２年度に限り国民健康保険税が

　軽減されます。

※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引

き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入

　するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

ただし、その後、軽減対象期間内に国民健康保険

に再度加入した場合で、雇用保険の受給資格を

有しない場合は、対象期間が終了するまで軽減

　措置が継続されます。（新たに「特定受給資格者」

または「特定理由離職者」の受給資格を有した場

　合は、改めて申請が必要）

◆申請

　　軽減を受けるには申請が必要です。ハローワーク

　（公共職業安定所）から交付される「雇用保険受給

　資格者証」と印鑑を持参のうえ、住民課または各支

　所で申請してください。

【問】税務課　電話８２－３８０２

　　　住民課　電話８２ー３８０３

今年のサマージャンボ宝くじは１等・前後賞合わせて

７億円！

　・１等　５億円　　・前後賞　各１億円

◆発売期間　　７月１４日(火)～８月１４日(金)

◆抽選日　　　 ８月２１日(金)

発売場所　　全国の宝くじ売り場

この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづくりや環

境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のた

めに使われます。

【公益財団法人　京都府市町村振興協会】

サマージャンボ宝くじ発売












